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商工会会員健康診断の実施について(ご案内) 

   時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 
 
   さて、本会では会員事業所の事業主及び従業員に対する健康増進、並びに福利厚生に 

資することを目的に健康診断受診事業を下記のとおり実施いたします。 
 
   受診を希望される事業所は、８月３日（金）までに別紙「健康診断受診申込書」に健診 

料金を添えて商工会までお申し込みください。なお、口座振り込みもご利用できますが、 

振込手数料は事業所負担となります。 
 
   また、当健康診断は定員（２００名）がございますので、申込み先着順で定員になり次第 

締め切らせていただきます。（健診料金の納入時点で申込みをしたものとみなします。） 
 

なお、受診日を２日設けておりますので、希望日を別紙申込書で選択してください。 

ただし、定員の関係で、受診日の変更をさせていただく場合もありますので予めご了承 

ください。 

                       記 

 

  １．日  時  平成３０年１０月４日（木）、５日（金） ※いずれかを選択 

受付開始は両日とも８時３０分 
            ※健診がスムーズに進むよう、受診時間帯の指定をさせていただきます。 

 
  ２．場  所  佐土原町商工会 
 
  ３．受診定員  ２００名（申込み先着順） ※健診料金の納入時点で申込みをしたものとみなします 
 

  ４．健診料金   

申込者数 

料金基準 
健 診 内 容 

健 診 料 金 

（１人あたり） 

助 成 額 

（１人あたり） 

５名まで 
通常健診 ４,０００円 

３,５６０円 
通常健診＋大腸がん検診 ５,８３６円 

６名以上 

（６人目から） 

通常健診 ７,５６０円 
な し 

通常健診＋大腸がん検診 ９,３９６円 

      １事業所５名までの助成となります。６名以上の場合は、６人目から１人あたり 

     「６名以上」の料金となります。 

 

   
裏 面 へ 続 く



 

５．健診内容 

胸部Ｘ線、身体計測、腹囲測定、視力、聴力、問診、血圧測定、検尿(糖･蛋白 

･潜血)、貧血検査、肝機能検査、脂質検査、血糖、心電図、診察、 

大腸がん検診（選択制）、総合判定 ※［大腸がん検診］は選択希望制です。 

 

 
 
 
 
 
 
  ６．受診通知  受診日の約５日前から１週間前に受診票等を事業所へ郵送します。 
 

７．申込みの取消しについて 

当日やむを得ず受診できない場合、受診日の日程調整は行われず後日全額自己負担にて 
受診していただくことになります。 

なお、健診料金については、原則商工会費の振替口座へ返金しますが、振込手数料につ 
いては事業所負担とさせていただきますのでご了承ください。 
 

８．医療費控除の特例について 
    平成 29 年 1 月より健康の維持増進及び疾病の予防への取組みとして、医療費控除の 

特例が創設されております。詳細は、別紙「セルフメディケーション推進のためのスイッチ 

OTC 薬控除の創設」を参照ください。 
 

         ★口座振り込みの場合は、次のいずれかの口座へお願いします。 

 
         ●宮 崎 銀 行  佐土原支店   普通預金 １０５５２３６ 
 
         ●宮崎太陽銀行  佐土原支店   普通預金 ００１６７５１ 
 
         ●宮崎太陽銀行  西佐土原支店  普通預金 ０００４３４９ 
 
         ●高鍋信用金庫  佐土原支店   普通預金 ００００１８２ 
 
             【口座名義】 

              佐 土 原 町
サドワラチョウ

商 工 会
ショウコウカイ
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カイチョウ

  長田
ナガタ

 寛
ヒロシ

 

労働安全衛⽣法に基づく健康診断について 
事業者は、労働安全衛⽣法第６６条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を年に１回以上受けさせ

る義務があります。また、診断を受けなければならない項⽬についても定められております。 

商⼯会会員健康診断は、この法律に定められた項⽬をカバーした内容となっております。 


